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「いじめをしない・させない・見過ごさない」そんな学校に 

低、中、高学年の春の遠足は、それぞれ天候に恵まれて、予定通りに実施することができまし
た。４～６年生は、学年ごとで大阪・関西万博へ行ってきました。たくさん歩いて疲れたと思い
ますが、会場は、大屋根リングはもちろん、独創的な建築のパビリオンが並び、まるで異世界を
巡るような、普段味わえない非日常感を感じることができたのではないかと思います。10年後、
「小学生のとき、遠足で万博に行ったよなあ。あのとき…」と思い出すことがあれば、我々もう
れしいです。 

さて、子どもたちが安心して学校に通い、いじめを許さない学校づくりに取り組むとともに、
いのちを大切にするための取り組みとして、今年も５月 12日（月）を「いじめについて考える
日」「いのちについて考える日」とし、本校でも取り組みを行いました。私は、全校朝会で、特
に「いじめ」について、次のような話をしました。 

〇 いじめとは「知っている友だちから、言われたりされたりしたことで心や体が辛いと感じる
こと」。例えば「暴力を振るう」「無視をする」「持ち物を隠す・壊す」「悪口を言う」「仲間は
ずれにする」「からかう」こういう『いやなこと』ことを『長い間する』『たくさんの人数です
る』『力の差があって強い方が弱い方にする』『ひどいやり方でする』と、それはすべていじめ
である。 

〇 いじめかいじめじゃないかは、「された側の気持ちを一番」に考える。する側が「これは遊
び」「冗談」「ふざけただけ」と思っていても、された側が「いやだ」「つらい」「悲しい」「苦
しい」と感じる言葉や行いは、全ていじめになる。自分と相手は違うので、たとえ自分は平気

でも、相手は平気ではないこともある。いじめが原因で人の命が奪われることもある。 

〇 いじめは、いじめられる側ではなく、いじめる側にすべての責任がある。どんな理由があっ
ても、いじめをすることは絶対許されず、いじめをしていいことにはならない。このことは、
「いじめ防止対策推進法」という法律にも定められている。 

〇 いじめは、どこでも誰にでもおこる可能性がある。思い違いや些細な出来事から、いじめに
つながってしまうこともある。 

〇 もし、自分がいじめられていると感じたら、我慢しないで、すぐに先生やお家の人、友だち
など、だれかに相談してほしい。 

〇 「自分の周りではいじめはない」と思っていても、それは気づいていないだけかもしれない。
「嫌がっているのではないか」「最近元気ないな」など、誰かがいじめられているかもしれな
いと感じたら、「どうしたの」「やめよう」と声をかけたり、すぐに先生に知らせたりしてほし
い。また、自分のイライラを誰かにぶつけてしまいそうになったり、どうしたらいいか分から

なかったりした時も、相談してほしい。 

私は、「『いじめをしない・させない・見過ごさない』そんな瓜破北小学校をみんなで作りたい。」
と話を締めくくりました。それを受けて、同じ日に、いじめについてどうすればいいのか、いの
ちを大切にするとはどういうことかについて、各学級で授業に取り組んで、先生や友だちと一緒
に考えました。 

私たち教職員は、子どもたち一人一人の様子に目を配りながら、いじめの未然防止・早期発見・
適切な対応に取り組んでまいります。ご家庭でも引き続き、お子様と対話する時間を大切にして
いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

（校長  松本 守隆） 

 



   

２日(月) 体重測定５・６年  

３日(火) 体重測定３・４年 

委員会 放課後学習 3 年 

４日(水) 体重測定１・２年 

５日(木) 全国歯みがき大会５年 

    スクールカウンセラー来校日 

６日(金) 学習参観・学年懇談会 

    自然体験学習保護者説明会 5 年 

    PTA 予算総会 

９日(月) 

心臓検診 2 次 

10 日(火) 創立記念日

     

11 日(水) 瓜北フェスティバル班顔合わせ 

     

 

12 日(木) 平野焼却工場見学４年 

13 日(金) 瓜北フェスティバル 

16 日(月) 

17 日(火) 放課後学習 3 年 

18 日(水) 歯科検診３・４年 

19 日(木) 食育の日 高齢者体験 6 年 

20 日(金)  歯科検診１・２年 

23 日(月)  

24 日(火) 非行防止教室６年  クラブ   

26 日(水) 中学校体験授業 6 年 

非行防止教室５年

 口座振替日(児･積･P) 

 

６月行事予定 

プール水泳が始まります！ 学習参観・懇談会 

６月６日（金）に学習参観を行います。

子どもたちの学校での様子をぜひご参観

ください。 

また、学年懇談会は、PTA 学級委員さん

を中心に学年に寄せられた議題などを話

し合う予定です。なお、5 年生は懇談会の

時間に、「自然体験学習保護者説明会」を

行います。 

この日は、PTA 予算総会も行います。 

                    

プールでの学習が、６月１６日（月）か

ら始まります。学習に必要な用具の準備を

お願いします。水着・水泳帽子・タオル・

サンダル・用具を入れる袋をそろえ、すべ

ての持ち物（下着、くつしたなども）に記

名をお願いします。 

髪の毛は帽子の中に入れますので、髪型

の配慮もお願いします。(金属のピン留めは

使えません) 

また、眼科、内科、耳鼻科などで治療が

必要な場合は、早めの受診をお願いします。 

詳しくは、別に配付します「水泳指導の

お知らせ」でご確認ください。 

先日は児童引き渡し訓練へのご協力あり

がとうございました。今後ともミマモルメ

の利用（緊急連絡メール・欠席連絡）をお

願いします。また、学校ホームページの閲

覧もお願いいたします。 

 

16 日（月） 

  ～27 日（金） 

平和学習週間 

通学路について 
安全のため、毎日の通学路の確認をお子様と一緒にお確かめ

ください。 

・内環状線（学校西側）の道路の横断は、歩道橋を使う。 

・信号のある場所では、信号を渡る。 

・駐車場など、許可のない私有地を通らない。 

これらのことが守られているかもご確認ください。黄ママ・黄

パパさんへの協力も引き続きお願いいたします。 


